
 

 

事 務 連 絡 

     令和６年４月５日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中 核市 市 長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

（令和６年３月 29 日）」の正誤について 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

VOL.１（令和６年３月 29 日）」を別紙のとおり訂正することとしますので、御了知の

上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段の御配慮をお願いし

ます。 
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○ 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の訂正について 

 

該当箇所 訂正後 訂正前 

Ｐ.23 問 58 （答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ

型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労

継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度

の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と

の差額を加えて得た額（当該額が前年度における当該指定

就労継続支援Ｂ型事業所等における平均工賃月額を下回

る場合には、当該前年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額）以上である場合 

 

（以下略） 

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が前年度における指定就労継続支援Ｂ型

事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継

続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の

指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との

差額を加えて得た額（当該額が前年度における当該指定就

労継続支援Ｂ型事業所等における平均工賃月額を下回る

場合には、当該前年度における指定就労継続支援Ｂ型事業

所等における平均工賃月額）以上である場合 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

27



 

 

事 務 連 絡 

     令和６年４月 26 日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中 核市 市 長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

（令和６年３月 29 日）」の正誤（その２）及び 

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２ 

（令和６年４月５日）」の正誤について 

 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

VOL.１（令和６年３月 29 日）」及び「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す

るＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）」を別紙のとおり訂正することとしますので、

御了知の上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段の御配慮を

お願いします。 
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○ 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の訂正について 

 

該当箇所 訂正後 訂正前 

Ｐ.14 問 32 （常勤看護職員等配置加算の取扱い） 

問 32 主に重症心身障害児者を通わせる多機能型事業所（生活

介護と児童発達支援又は放課後等デイサービス）で常勤看

護職員等配置加算を算定する場合は、当該多機能型事業所

全体で、常勤換算方法により算出した看護職員の員数に応

じて算定することが可能か。 

 

（答） 

  当該多機能型事業所全体で配置している看護職員の常勤換

算員数に応じて算定が可能である。例えば常勤換算方法で５

人の看護職員が配置されていれば、常勤看護職員等配置加算

は定員に応じた単位数に５を乗じた単位数を算定することが

可能である。 

 

（常勤看護職員等配置加算の取扱い） 

問 32 常勤看護職員等配置加算については、多機能型事業所の

場合、多機能型事業所全体で看護職員を常勤で配置してい

れば良いか。 

 

 

 

（答） 

  貴見のとおり。 

 

Ｐ.23 問 58 （答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対

象となる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ

型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労

継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度

の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対

象となる。 

ア （略） 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ

型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労

継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度

の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と

別紙 
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の差額を加えて得た額以上である場合 

 

（以下略） 

の差額を加えて得た額（当該額が前年度における当該指定

就労継続支援Ｂ型事業所等における平均工賃月額を下回

る場合には、当該前年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額）以上である場合 

 

（以下略） 
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○ 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）」の訂正について 

 

該当箇所 訂正後 訂正前 

Ｐ.10 問 24 （答） 

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる

生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリ

エーションや行事等生産活動を目的としていない日に関し

ては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事

で 利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、

開所日として算定して差し支えない。  

 

また、「前年度における開所日１日あたりの平均利用者数」

の小数点の取扱については、小数点第１位までを算出する。

小数点第２位以降もある場合は小数点第２位を切り上げる

ものとする。  

例：１４．６７９人の場合⇒１４．７人  

 

加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨

五入する。 

 

（以下略） 

（答） 

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる

生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリ

エーションや行事等生産活動を目的としていない日に関し

ては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事

で 利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、

開所日として算定して差し支えない。  

 

また、「前年度における開所日１日あたりの平均利用者数」

の小数点の取扱については、小数点第１位までを算出する。

小数点第２位以降もある場合は小数点第２位を四捨五入す

る。  

例：１４．６７９人の場合⇒１４．７人  

 

加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨

五入する。 

 

（以下略） 
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事 務 連 絡 

     令和６年６月４日 

 

都道府県知事   

 各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長 

 

 厚生労働省社会・援護局     

障害保健福祉部障害福祉課   

 

 

「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１ 

（令和６年３月 29 日）」の正誤（その３）について 

 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

標記の件については、「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ 

VOL.１（令和６年３月 29 日）」を別紙のとおり訂正することとしますので、御了知の

上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段の御配慮をお願いし

ます。 
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○ 「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の訂正について 

  

該当箇所 訂正後 訂正前 

Ｐ.23 問 58 （目標工賃達成加算） 

問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。 

 

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア 指定就労継続支援Ｂ型事業所等が各都道府県において作成

される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成す

るとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合 

イ 当該工賃目標が当該工賃目標の対象となる年度（以下「目標

年度」という。）の前年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、目標年度の前々年度の指定

就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と目標年度の

前々々年度の指定就労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃

月額との差額を加えて得た額以上である場合 

 

具体的には、以下の両要件をともに満たす場合に加算の対象

となる。 

・要件１：①≧③＋（④－⑤）となっていること（※④－⑤が

０未満の場合は、０として計算） 

・要件２：②≧①となっていること 

 

（目標工賃達成加算） 

問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。 

 

（答） 

目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象

となる。 

ア 指定就労継続支援Ｂ型事業所等が各都道府県において作

成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成

するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合 

イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援Ｂ型事

業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支

援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就

労継続支援Ｂ型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加

えて得た額以上である場合 

 

 

具体的には、 

① 前々年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

② 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における 

目標工賃額（平均工賃月額） 

③ 前年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

④ 前々年度における全国平均工賃月額 

別紙 
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① 工賃向上計画における工賃目標 

② 目標年度の事業所の平均工賃月額（実績） 

③ 目標年度の前年度における事業所の平均工賃月額（実績） 

④ 目標年度の２年度前における全国平均工賃月額 

⑤ 目標年度の３年度前における全国平均工賃月額 

 

なお、加算が算定できるケースの具体例については、以下の

（例１）及び（例２）を参照されたい。 

⑤ 前々々年度における全国平均工賃月額 

について、 

・ ③≧②となっていること 

・ ②≧①＋（④－⑤）となっていること（※④－⑤が０未満

の場合は、０として計算） 

のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。 

※便宜上、（例１）及び（例２）については、次頁以降に記載しております。 

※上記表中の「訂正前」欄は、 

 ・「「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の正誤について」（令和６年４月 

４日付事務連絡）」及び、 

 ・「「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.１（令和６年３月 29 日）」の正誤（その２）及び「令和６年度 

障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ VOL.２（令和６年４月５日）」の正誤について」（令和６年４月 26 日付事務連絡） 

 による訂正後の回答であることに留意。 
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（例１：令和５年度の実績に係る加算を令和６年度に算定する場合） 

令和４年度における事業所の平均工賃月額（実績）が 17,000 円であった場合、17,731 円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に

加算の算定が可能。 

 

 

 
  

¥15,776

¥16,507

¥17,000 ¥17,000

¥731

¥731

¥14,500

¥15,000

¥15,500

¥16,000

¥16,500

¥17,000

¥17,500

¥18,000

全国平均工賃月額（R２実績） 全国平均工賃月額（R３実績） 事業所の平均工賃月額（R４実績） 事業所の工賃目標（R５）

実績額 全国平均工賃月額の増加額
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（例２：令和６年度の実績に係る加算を令和７年度に算定する場合） 

令和５年度における事業所の平均工賃月額（実績）が 17,500 円であった場合、18,024 円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に

加算の算定が可能。 

 

 

 
 

 

¥16,507

¥17,031

¥17,500 ¥17,500

¥524

¥524

¥15,500

¥16,000

¥16,500

¥17,000

¥17,500

¥18,000

¥18,500

全国平均工賃月額（R３実績） 全国平均工賃月額（R４実績） 事業所の平均工賃月額（R５実績） 事業所の工賃目標（R６）

実績額 全国平均工賃月額の増加額
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事 務 連 絡 

令和５年１０月２０日  

 

各        障害保健福祉主管部（局） 御中 

   

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  

企 画 課 監 査 指 導 室  

障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 

 

グループホームにおける食材料費の取扱い等について 

 

 

日頃から厚生労働行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

今般、グループホームを運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収している事案

について報道がなされたところです。 

グループホームについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年

厚生労働省令第 171 号。以下「国の定める指定基準」という。)において、利用者から食材

料費を徴収できる旨を規定するとともに、あらかじめ、サービス（食事等）の内容や費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと、運営規程に利用者から徴収す

る食材料費の額を定めなければならないこととしており、各都道府県等の条例において、こ

れを参酌した基準（以下「グループホームの指定基準」という。）が定められているところ

です。 

 

事業者が、利用者から徴収した食材料費について利用者の食事のために適切に支出しない

まま、残額を他の費目に流用することや事業者の収益とすることについては、国の定める指

定基準に違反するものであり、各都道府県等の条例において定めるグループホームの指定基

準への違反にも該当するものと考えられます。 

各都道府県・市町村におかれては、グループホームにおける食材料費について、下記の

点を踏まえつつ、適正な取扱いがなされるよう、管内市町村及びグループホームを運営す

る事業者に対して周知徹底するとともに、各自治体が行う監査等の場においても食材料費

の徴収に関して適正な運用がなされているか確認いただくようお願いします。 

また、グループホームにおける食材料費の不適切な徴収については、障害者虐待の防止、

都道府県 

市町村 
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障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第 79 号）第２条第７項に規定

する「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」のうち、「経済的虐待」（同項第５号）

にも該当する可能性がありますので、こうした障害者虐待が疑われる場合には事実確認の徹

底をお願いします。 

 また、食材料費のほか、光熱水費及び日用品費についてもこれに準じて確認や対応を講じ

ていただくようお願いします。 

 

記 

 

食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴

収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当

該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要が

あること。 

 また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時に

おいて利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められ

た場合に適切に説明を行う必要があること。 

 

 

  

【担当】 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 

地域移行支援係 

電 話：03-5253-1111（内線）3045 

mail: chiiki-ikou@mhlw.go.jp 

 

虐待防止対策係 

電 話：03-5253-1111（内線）3149 

mail: soudan-shien@mhlw.go.jp 

 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課監査指導室 

  電 話：03-5253-1111（内線）3060 ,3067 

  mail: s-kansashidou@mhlw.go.jp 

 

 

38

mailto:chiiki-ikou@mhlw.go.jp
mailto:soudan-shien@mhlw.go.jp
mailto:s-kansashidou@mhlw.go.jp


 
 

参照条文 
 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一

号)（抄） 

（利用者負担額等の受領） 

第二百十条の四 （略） 

２ （略） 

３ 指定共同生活援助事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助におい

て提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者

から受けることができる。 

 一 食材料費 

 二 （略） 

 三 光熱水費 

四 日用品費 

４ 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る

領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決

定障害者の同意を得なければならない。 

 

（運営規程） 

第二百十一条の三 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、次の各号

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならな

い。 

 一～三 （略） 

 四 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

 五～十 （略） 

 

 

○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成二十三年法律第

七十九号)（抄） 

（定義） 

第二条 （略） 

２～６ （略） 

（参考資料） 
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７  この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施

設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害

者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う

次のいずれかに該当する行為をいう。 

 一～四 （略） 

 五  障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得るこ

と。 

８ （略） 
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